
京都市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例（令和６年３月２９日京都市条例第 

   号）（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 

１ 本市が設置する老人短期入所施設を廃止し、特別養護老人ホームに転換することに

伴い、以下の３施設を新たに設置することとします。 

名 称 位 置 

入 所 定 員  

特別養護老人

ホームとして

の事業 

老人短期入所

事業 

京都市菊浜特別養

護老人ホーム 

京都市下京区西木屋町通上ノ口

上る梅湊町８３番地の１ 
３７  ３  

京都市東高瀬川特

別養護老人ホーム 

京都市伏見区北端町４４番地の

７ 
２８  ２  

京都市春日丘特別

養護老人ホーム 

京都市伏見区醍醐辰巳町１２番

地の１ 
２８  ２  

２ 地域密着型介護老人福祉施設として新たに設置することに伴い、利用料金を定め

ることとします。 

３ その他必要な規定を整備することとします。 

この条例は、令和７年４月１日から施行することとしました。ただし、第６条第２項

第１号の改正規定及び同項第３号の改正規定（「第８条の２第９項」を「第８条の２第７

項」に改める部分に限る。）並びに附則第２項の規定は、公布の日から施行することとし

ました。 

 

 

  

人         人 
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 京都市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を公布する。 

  令和６年３月２９日 

京都市長  松 井 孝 治   

京都市条例第   号 

京都市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

京都市特別養護老人ホーム条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第１号中「第８条第２６項」を「第８条第２７項」に改め、同項中第５号

を第６号とし、第４号を第５号とし、同項第３号中「第８条の２第９項」を「第８条の２

第７項」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号を同項第３号とし、同項第１号の次

に次の１号を加える。 

⑵ 第４条第２号に掲げる者（介護保険法第８条第２２項に規定する地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護を受ける者に限る。） 同法第４２条の２第２項第３号に

規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、同法第５１条の３第２

項第１号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額及び同項第２号に規定する厚生

労働大臣が定める費用の額の合計額 

別表京都市修徳特別養護老人ホームの項の次に次の１項を加える。 

京都市菊浜特別

養護老人ホーム 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３番

地の１ 
３７ ３ 

別表京都市桂川特別養護老人ホームの項を次のように改める。 

京都市桂川特別

養護老人ホーム 
京都市西京区下津林東大般若町３２番地 ５０ ４ 

京都市東高瀬川

特別養護老人ホ

ーム 

京都市伏見区北端町４４番地の７ ２８ ２ 

京都市春日丘特 
別養護老人ホー 
ム 

京都市伏見区醍醐辰巳町１２番地の１ ２８ ２ 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第６条第２項第１号の改正規
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定及び同項第３号の改正規定（「第８条の２第９項」を「第８条の２第７項」に改める部

分に限る。）並びに次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 指定管理者の告示その他京都市菊浜特別養護老人ホーム、京都市東高瀬川特別養護老

人ホーム及び京都市春日丘特別養護老人ホームを供用するために必要な準備行為は、こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 


